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○FSMA（米国食品安全強化法）メールマガジンの発刊について
○103条細則公開について（FDA(米国食品医薬品局)HP等紹介）
○FSMA関連の農林水産省HPの紹介
○アンケート実施予告

○FSMAメールマガジンの発刊について　(ご挨拶)

平素より食料産業行政へご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。
平成23（2011）年１月、米国において「食品安全強化法」（Food Safety 
Modernization Act：FSMA）が成立し、米国食品医薬品局（FDA）の権限強化
が図られ、HACCPの考え方を基盤とする衛生管理が義務化されました。
最終規則は順次確定し、施行の予定です。これらにより、農林水産物・食品の
対米輸出に携わる我が国の生産、製造、輸出に影響が及ぶと考えられます。
　米国は我が国からの農林水産物・食品の輸出額が第２位の重要な輸出先国で
あり、農林水産物・食品の輸出拡大を更に進めていくためにも、FSMAに対して
円滑に対応していく必要があります。
農林水産省ではこの度「FSMAメールマガジン」を新たに発行し、情報提供を
開始いたします。事業者の皆様におかれましては、メールマガジンをご参照
頂き、対米輸出に必要な対応を実施頂けますよう宜しくお願いします。

○103条細則公開について（FDA-HP紹介、英語）

8月31日に、主要規則の一つであるFSMA103条（予防的管理、HACCPの考え方を
基盤とする管理）細則が、米国食品医薬品局（FDA）から連邦官報事務局
（Federal Register）へ提出され、米国9月10日に、FDAのFSMAサイトで
公開されました。平成28（2016）年9月から義務化される見込みです。

詳細は下記の、米国食品医薬品局（FDA）のFSMAサイト、連邦官報事務局
（Federal Register）サイトにてご確認下さい（共に英語）。
ジェトロでは和訳を作成してHPで公開の予定です(10月以降、詳細時期未定)。
本メールマガジン次号で、103条の概要説明を予定しています。



FSMA103条（予防的管理、HACCPの考え方を基盤とする管理）細則

　"Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and 
   Risk-Based Preventive Controls for Human Food: Final Rule" 

　"Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and 
 　Risk-Based Preventive Controls for Food for Animals: Final Rule"

FDAのFSMAサイト（外部リンク）
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ 
　
Federal Registerサイト（外部リンク）
https://www.federalregister.gov/

○FSMA関連の農林水産省HPの紹介

FSMA全体概要理解のため、この度、農林水産省HPにFSMA関連情報をまとめて
掲載いたしました。農林水産省「農林水産物等の輸出促進対策HP」の
「10.米国食品安全強化法（FSMA）関連情報」にて、掲載しております。
ご参照下さい。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/index.html

○アンケート実施予告（事業者向け支援策の検討に当たって）

FSMA対応を行う事業者向け支援策を検討するために、メールマガジン読者の
皆様に、FSMAへの取組の現状をお伺いする簡単なアンケートを第２号で予定
しております。ご多忙中誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解の上、
ご協力頂けますよう予めお願い申し上げます。
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■　HACCP等の導入促進に関する研修会等（農林水産省食料産業局企画課）

FSMAへの対応に当たって参考となる支援策の一つとして、HACCPの導入促進等
に関する研修等を行っています。
開催日時・会場、申し込み方法等は下記のページをご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/26kensyu.html

■  FSMA入門セミナー（ジェトロ）

○現在募集中

【米国食品安全強化法セミナー -米国食品市場入門編-】
　　日時：2015年9月28日（月曜）14時00分～15時45分
　　場所：藤枝市文化センター（静岡県・藤枝市）
※申込方法は次のページをご覧ください（外部リンク）
http://www.jetro.go.jp/events/siz/eea834c10b521c94.html

○今後の予定（2015年度）



香川県・高松市（10月20日開催予定）
愛媛県・松山市（10月21日開催予定）
沖縄県・那覇市（10月開催で調整中）
※募集開始時期については追ってお知らせします（外部リンク）
http://www.jetro.go.jp/industry/foods/foods_schedule.html
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○ジェトロのホームページのご紹介

・FSMAの詳細な情報については、下記のジェトロのホームページにてご覧いた
　だくことができます。

　ジェトロ「食品安全強化法（FSMA）に関する情報」（外部リンク）
　https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma.html

・このホームページの構成は次のとおりです。

　＜お知らせ＞
　　　FDAの動き(公表内容等)を、最新の情報から時系列でご紹介

　＜概要＞
　　　FSMAの概要と、FDAのホームページにある日本語訳へのリンクをご紹介

　＜条文解説＞
　　　FSMAの条文のうち主要なものについて、日本語の要約を掲載

　＜査察＞
　　　FDAによる登録施設検査(査察)に関する情報と、その対応のための
　　　ガイドブックを掲載

　＜セミナー・勉強会＞
　　　JETROが実施したFSMAに関するセミナー・勉強会の内容を掲載

　＜関連情報＞　　　　
　　　上記の他に、FSMAに関連してJETROがまとめたレポートや月刊誌の記事
　　　を掲載

　＜関連リンク＞
　　　FSMAに関連する情報を掲載している、FDAおよび農林水産省のホーム
　　　ページへのリンクを紹介

　・新しい情報が掲載されましたら、このメールマガジンでもご案内していく
　　予定です。
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　各種のニュースや記事で掲載された米国FSMAに関連する情報を抜粋・要約
　してご紹介します。
　　注：今号の記事の抽出の期間は、7月1日～8月15日としています。



　　　　このため、記事掲載時からの時間経過により、予定や状況が
　　　　変更になっている場合がありますので、ご留意ください。

■米国FDAの動き

・FDAは、FSMAで求められる第三者認証機関について、当該機関に求められ
　る条件を近々提示する予定。また第三者認証機関利用にかかる事業者支払
　の料金も検討中である。
　（2015年7月24日 "U.S. Food & Drug Administration Documents"、
　　2015年7月24日 "FDA Week"）
　※編注：現時点では上記の料金案は提示済みである

・FDAは2015年10月1日～2016年9月30日にかけて適用される、FSMAにより改訂
　される米国内外の食品関係施設の再査察、FD&C Actに基づいて行われる
　輸入業者の再査察等にかかる料金体系を近々提示する予定である
　（2015年8月3日 "U.S. Food & Drug Administration Documents"）
　※編注：現時点では上記の料金体系は提示済みである

■米国内事業者の動き

○物流事業者
・FSMA適合が求められる中で、"CleanPal"ブランドのプラスチックパレットが
　注目を集めている。イスラエルのthe Hod HaSharon社が開発し、米Polymer 
　Ligistics社が扱うもので、従来の木製パレットに比べて、バクテリアに
　よる二次汚染のリスクをほぼゼロにする道具となりうる。
　（2015年7月13日 "The Journal of Commerce"）

○その他関連事業者
・Safety Chain Software社は、7月31日に「あと一カ月、FSMA適合の準備の
　ために【今】やるべきこと」と題したオンラインのフォーラムを開催予定で
　ある。将来的には食品・飲料企業の8割がFSMAに適合する必要が出てくる
　との予測もある中で、食品・飲料業界がFSMAの現状に遅れずついていける
　ようにすることを目的としている。
　（2015年7月28日 "Market Wired"）

・Safety Chain Software社が、事業者の食の安全意識を高める目的で、グロ
　ーバル・フード・セーフティ・イニシアチブ（GFSI）に関するe-ラーニング
　のプログラムを立ち上げた。SQF, BRC, FSSC22000とFSMAの関係について
　周知し、これらに適合しようとする事業者の啓蒙が目的である。
　（2015年8月12日 "Market Wired"）

■FSMA関連政府予算について

・FDA委員のStephen Ostroffは、7月29日に実施されたFDAの科学会合で、FDA
　の予算が現在上下院から提出されている案の通りとなるならば、FSMAの
　改正案は一部しか履行できないと述べた。
　（2015年7月24日 "FDA Week"）

・米国上院歳出委員会はFDA予算案を決定したが、上院議員Dick Durbinの提出
　した、食品安全関連の取組のためにはFDA予算はさらに6,900万USD必要との
　案は通過しなかった。
　（2015年7月16日 "Congressional Documents and Publications"）
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［農林水産省FSMAメールマガジン］
　発行：農林水産省　食料産業局　輸出促進グループ
　住所：〒100-8950　東京都千代田区霞が関１－２－１
　代表：03-3502-8111（内線4310）
　直通：03-3501-4079
　FAX ：03-6738-6475

　このメールマガジンに関するご意見・ご要望又は転載を希望する場合は、
　当グループまでお問合せ下さい。
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　お知り合いに「農林水産省FSMAメールマガジン」をご紹介下さい。

　当メールマガジンの配信登録、配信変更及び配信解除等は、以下のホーム
　ページから手続することができます。
　　http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html


